
 

 

 

和解契約書（全部和解） 
原子力損害賠償紛争解決センター平成○○年（東）第○号事件（以下「本件」

という。）につき、申立人Ｘ１株式会社、同有限会社Ｘ２、及び同Ｘ３（以下申

立人３名を合わせて「申立人ら」という。）と被申立人東京電力株式会社（以下

「被申立人」という。）は、次のとおり和解する。 
１ 申立人らと被申立人は、本件に関し、下記の損害項目（土地、建物、償却

資産、リース料等は別紙目録１ないし５記載のとおり）について和解するこ

ととし、それ以外の点については、本和解の効力は及ばないことを相互に確

認する。 
（１）申立人Ｘ１株式会社 
    ①商品        １４，８８０，０００円 
    ②土地・建物    １３２，１７０，０００円 
    ③償却資産      ２６，１００，０００円 
    ④支店開設費用    １４，１００，０００円 
     期間 自 平成２３年３月１１日 至 平成２５年３月３１日 
    ⑤リース料等      １，５９０，０００円 
    ⑥弁護士費用      ４，７８０，０００円 
    合計        １９３，６２０，０００円 
（２）申立人有限会社Ｘ２ 
    ①商品         ２，５７０，０００円 
    ②建物        ２３，３４０，０００円 
    ③償却資産       ６，１８０，０００円 

④リース料等      ３，６１０，０００円 
    ⑤弁護士費用      １，０７０，０００円 
    合計         ３６，７７０，０００円 
（３）申立人Ｘ３ 
    ①土地        ３３，９９０，０００円 
    ②家賃         １，５００，０００円 
     期間 自 平成２３年３月１１日 至 平成２５年３月３１日 
    ③弁護士費用      １，０６０，０００円 
    合計         ３６，５５０，０００円 

２ 和解金額 
  被申立人は、申立人らに対し、第１項所定の損害項目（同項所定の期間に

旧警戒区域で流通関係業を営む申立会社が所有していた償却資産につい

て、東京電力の主張する税務上の耐用年数等を用いる算定方法を採用せずに

実際の効用持続年数を用いて算定した価格を賠償額とし、また、逸失利益の

賠償が行われた後に財物（償却資産）の賠償を行う場合について東京電力の

主張する減価償却費相当額の賠償額からの控除を行わなかった事例。 
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限る。）に対する和解金が２６６，９４０，０００円であることを認める。 
３ 支払方法 
  （省略） 
４ 清算 

   第１項（１）④、⑥、（２）⑤、（３）②、③に掲げる損害項目（同項の期

間に限る。また、その遅延損害金を含む。）については、本和解に定めるもの

のほか、当事者間に債権債務のないことを相互に確認する。 
５ 手続費用 
  本件に関する手続費用は、各自の負担とする。 
６ 申立の取り下げ 
  申立人らは、その余の項目に関する請求については、申立を取り下げる。 
 

本和解の成立を証するため、本和解契約書を２通作成し、申立人ら及び被申

立人が署名（記名）押印の上、申立人ら全員が１通を、被申立人が１通をそれ

ぞれ保有するものとする。また、被申立人は本和解契約書の写し１通を、原子

力損害賠償紛争解決センターに交付する。 
平成２５年７月２３日 
（別紙目録１ないし５省略） 
 
 
（仲介委員 小山達也） 

 


